～松浦市医療機関等物価高騰緊急支援事業補助金について～


１．ホームページ掲載場所
（１）ＵＲＬ　https://www.city-matsuura.jp/top/purpose/kenko/9169.html
（２）検索方法　ホーム ＞ くらし・手続きサイト ＞ 目的から探す ＞ 健康・医療
[bookmark: _GoBack]

２．申請方法
　電子申請、郵送又は持参にて申請ください。
（１）電子申請
①ＵＲＬ
②ＱＲコード
②郵送又は持参
　郵送・持参先：〒８５９－４５９８　松浦市志佐町里免３６５番地
　　　　　　　　　松浦市健康ほけん課（物価高騰支援）宛て

３．申請書類
（１）様式第１号　松浦市医療機関等物価高騰緊急支援事業補助金交付申請書
（２）申請者の振込先口座情報が分かる通帳の写し等
　　　※通帳の写しを添付する場合は、通帳の表紙と表紙の裏面の写しを添付してください。
（３）有床の施設のみ提出…申請日時点で算定根拠となる病床数を証明する書類
（４）その他必要な書類（受付後随時お知らせします）

４．申請期限
　令和８年７月３１日まで

５．支援内容
【交付の対象者】
　次の（１）及び（２）の要件を満たすこと。
　　（１）市内において、申請日時点で次のアからウの医療機関等を運営し、補助金の受領後も事業を継続する意思がある事業者であること。
　　　ア　医療法の規定に基づき開設の届出を行っている病院、診療所（歯科診療所を含む）
　　　イ　医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の規定に基づき開設の許可を受けている薬局
　　　ウ　あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律及び柔道整復師法の規定（以下「あはき法等」という。）に基づき開設の届出を行っている施術所
　　（２）次のアからキのいずれにも該当しない者であること。
　　　ア　会福祉施設内診療所、企業内診療所等の原則として特定の者を対象とする医療機関等
　　　イ　申請日時点で休止又は廃止している医療機関等
　　　ウ　令和８年度中に休止又は廃止を予定している医療機関等
　　　エ　国や地方公共団体
　　　オ　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）
　　　カ　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）
　　　キ　暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者その他市長が認めるもの

【交付額】
（１）交付額は、別表に定める額とします。
（２）申請日時点で休床中の病床数は算定根拠には含みません。

【留意点】
　同一の開設者が同一の場所で運営する施術所については、代表する１つのものより申請することとし、重複して申請することはできません。


別　表
	支援対象施設
	補助金の額

	病院、医科・歯科有床診療所（４床以上）
	１５，０００円×病床数

	医科・歯科有床診療所（３床以下）、医科・歯科無床診療所
	４６，０００円／施設

	薬局
	１５，０００円／施設

	施術所（出張専業を含む）
	１６，０００円／施設




６．問い合わせ先
　　松浦市健康ほけん課：０９５６－７２－１１１１（内線１１９）
　　　　　　　　　　　　８時３０分から１７時１５分まで（土日祝除く）



